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平成２２年第３回 

美唄市議会定例会会議録 

平成２２年９月１７日（金曜日） 

午前１０時００分 開議 

 

◎議事日程 

 第１ 会議録署名議員の指名 

 第２ 委員長報告 

    1 議案第61号 美唄市給与条例の一

部改正の件（総務・文教） 

   2 議案第62号 美唄市職員の育児休

業等に関する条例の一部改正の件

（総務・文教） 

   3 議案第63号 美唄市職員の勤務時

間、休日、休暇等に関する条例の一

部改正の件（総務・文教） 

   4 議案第64号 美唄市職員の修学部

分休業に関する条例の一部改正の件

（総務・文教） 

   5 議案第65号 美唄市火災予防条例

の一部改正の件（総務・文教） 

   6 議案第66号 美唄市立学校設置条

例の一部改正の件（総務・文教） 

   7 議案第67号 指定管理者の指定の

件（美唄市南美唄福祉会館）（産業・

厚生）  

   8 議案第68号 美唄市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例の一

部改正の件（産業・厚生） 

   9 議案第69号 平成22年度美唄市一

般会計補正予算（第4号）（予算審査

特別） 

  10 議案第70号 平成22年度美唄市国

民健康保険会計補正予算（第1号）

（予算審査特別） 

  11 議案第71号 平成22年度美唄市老人

保健会計補正予算（第1号）（予算審

査特別）  

  12 議案第72号 平成22年度美唄市介護

保険会計補正予算（第2号）（予算審

査特別）  

  13 認定第１号 平成21年度美唄市一般

会計決算認定の件（決算審査特別） 

  14 認定第２号 平成21年度美唄市民バ

ス会計決算認定の件（決算審査特別） 

  15 認定第３号 平成21年度美唄市国民

健康保険会計決算認定の件（決算審

査特別） 

  16 認定第４号 平成21年度美唄市老人

保健会計決算認定の件（決算審査特

別） 

  17 認定第５号 平成21年度美唄市下水

道会計決算認定の件（決算審査特別） 

  18 認定第６号 平成21年度美唄市介護

保険会計決算認定の件（決算審査特

別） 

  19 認定第７号 平成21年度美唄市介護

サービス事業会計決算認定の件（決

算審査特別） 

  20 認定第８号 平成21年度美唄市後期

高齢者医療会計決算認定の件（決算

審査特別） 

  21 認定第９号 平成21年度市立美唄病

院事業会計決算認定の件（決算審査

特別） 

  22 認定第10号 平成21年度美唄市水道

事業会計決算認定の件（決算審査特

別）  
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  23 認定第11号 平成21年度美唄市工業

用水道事業会計決算認定の件（決算

審査特別） 

 第３ 議案第73号 美唄市固定資産評価審

査委員会委員選任の件 

 第４ 議案第74号 美唄市固定資産評価審

査委員会委員選任の件 

 第５ 意見書案第 14号 道路の整備に関する

意見書 

 第６ 意見書案第 15号 国民健康保険への国

庫負担の増額を求める意見書 

 第７ 意見書案第１6号 介護保険料・利用料の

軽減制度の確立を求める意見書 

 第８ 意見書案第17号 森林・林業政策の早急

かつ確実な推進に関する意見書 

 第９ 意見書案第18号 Ｂ型肝炎問題の早期

全面解決を求める意見書 

 第10 決議案第1号 第６期美唄市総合計

画調査特別委員会設置に関する決議 

 

◎出席議員（１５名） 

  議 長  内馬場 克 康 君 

   １番  吉 岡 文 子 君 

   ２番  森 川   明 君 

   ３番  五 十 嵐 聡 君 

   ４番  高 田 正 則 君 

   ５番  高 橋 幹 夫 君 

   ６番  阿 部 義 一 君 

   ７番  長谷川 吉 春 君 

   ８番  米 田 良 克 君 

   ９番  白 木 優 志 君 

  １０番  小 関 勝 教 君 

  １１番  土 井 敏 興 君 

  １２番  本 郷 幸 治 君 

  １３番  紫 藤 政 則 君 

  １４番  林   国 夫 君 

 

◎欠席議員（１名） 

  副議長  谷 村 孝 一 君 

 

◎出席説明員 

 市長職務代理者副市長  板 東 知 文 君 

 総 務 部 長  藤 井 英 昭 君 

 市 民 部 長  岩 本 良 一 君 

 保健福祉部長兼福祉事務所長  中 川 直 紀 君 

 商工交流部長  中 井 英 雄 君 

農 政 部 長  須 田 正 毅 君 

 都市整備部長  山 口 隆 慶 君 

 市立美唄病院事務局長  高 倉 雄 治 君 

 消  防  長  霜 田 公 法 君 

総務部総務課長  大 崎   聡 君 

 総務部総務課総務係長  村 上 孝 徳 君 

 

 教育委員会委員長  白 戸 仁 康 君 

 教  育  長  安 田 昌 彰 君 

 教 育 部 長  前 田 敏 和 君 

 

 選挙管理委員会委員長  後 藤 泰 彦 君 

 選挙管理委員会事務局長  秋 場 勝 義 君 

 

 農業委員会会長  佐 藤 博 道 君 

 農業委員会事務局長  林   忠 男 君 

 

 監 査 委 員  扇 谷   均 君 

 監査事務局長  鎌 田   覚 君 

 

◎欠席説明員 

 市     長  桜 井 道 夫 君 
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◎事務局職員出席者 

 事 務 局 長  岡 嶋 博 文 君 

 次     長  中 平 匡 司 君 

 

午前１０時００分 開議 

●議長内馬場克康君 これより本日の会議を

開きます。 

 

●議長内馬場克康君 日程の第１、会議録署

名議員を指名いたします。 

９番 白木優志議員 

１０番 小関勝教議員 

を指名いたします。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第２、委員

長報告に入ります。 

順序１、議案第６１号美唄市給与条例の一

部改正の件ないし順序２３、認定第１１号平

成２１年度美唄市工業用水道事業会計決算認

定の件の以上２３件を一括議題といたします。 

本件について、それぞれ委員長の報告を求

めます。 

初めに、議案第６１号ないし議案第６６号

の以上６件について、小関総務・文教委員長。 

●小関勝教総務・文教委員長（登壇） ただ

いま議題となりました議案第６１号美唄市給

与条例の一部改正の件、議案第６２号美唄市

職員の育児休業等に関する条例の一部改正の

件、議案第６３号美唄市職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する条例の一部改正の件、 

議案第６４号美唄市職員の修学部分休業に関

する条例の一部改正の件、議案第６５号美唄

市火災予防条例の一部改正の件及び議案第６

６号美唄市立学校設置条例の一部改正の件の

以上６件について、総務・文教委員会の審査

の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

経過といたしまして、９月７日、委員会を

招集して、審査いたしました。 

 議案審査における質疑・答弁の主なものを

申し上げます。 

それぞれ関連がありますので、議案第６１

号ないし議案第６３号について、申し上げま

す。 

議案第６１号から第６３号に関連して、休

業している職員がいる部署での職員配置とい

うか、休んでいる職員の作業ローテーション

というのは、職場の中でどのように対応され

ているのか、との質疑に対し、職員が育児休

業等に入る場合の職員の配置については、 

人事の適正配置で対応する場合と、業務量に

応じて臨時職員や嘱託職員で対応できるよう

な体制をとるということもあり、それぞれの

職場の業務状況に応じて支障がないように対

応してきている。との答弁。 

議案第６１号から第６３号までの関係で、

今回の国の介護休業法、育児休業法の改正に

よって、自治体でも必要な条例改正を行なう

ということだが、改正に当たって国の方から、

留意点や注意をしなくてはならない点などの

指導のようなものはあったのか。 

また、条例なので市独自でそれぞれ決めら

れるものがあると思うが、今回の条例改正に

当たって、美唄市独自のものがあるのか、と

の質疑に対し、条例の改正について、中心と

なる美唄市職員の育児休業等に関する条例に

ついては、育児休業については、基本が国家

公務員の育児休業法、それから地方公務員の
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育児休業法という法律で、ほとんどのところ

が規定されており、条例の方では条例で定め

る特別な例や、「こういう場合は対象から外れ

ますというものは条例で定めなさい」である

とか、逆に、「こういう特別な場合には受ける

ことができます」というのが主な条例規定と

なっている状況。 

また、今回の改正で国が示した育児休業等

に係わる部分で、一定の規定は市の条例に基

づいてということだが、規定している中身に

ついては、基本的には国が示した部分がほと

んどである。との答弁。 

 短時間の勤務時間というのは少なくても１

日に何時間というふうに法律できまっている

のか。例えば、市役所に勤務して１年未満の

職員がお産をして、この申請をするという場

合にはどのようになるのか。また、今、現在

でこういうものに該当する職員は何人位いる

のか、との質疑に対し、育児・介護休業法等

に伴う短時間労働については、育児・介護の

中で新たに短時間労働が認められているが、

一般的には週の勤務時間の１０分の１の３時

間５５分と８分の１の４時間５５分、それか

ら、週３日の勤務及び週２日半の勤務という

４つのパターンの短時間労働だけが、法律上

認められるという規定になっている。  

また、今回の法律の育児休業法で言えば、

臨時職員、嘱託職員の１年未満の短期雇用者

の方は対象から外れるということが明記され

ている。 

 また、これに該当する職員については、今

時点で希望している職員数は分からないが、

直近の３年間では、１９年度は育児休業の対

象者は男性職員が１４人、女性職員が５人で

取得したのは男性が０人、女性は全員が取得

しており、２０年度では対象者は男性職員が

４人、女性職員が６人おり、男性の取得者は

０人で女性は全員取得、２１年度は対象者は

男性職員が７人、女性職員が２人おり、男性

の取得者は０人で女性は２人とも取得してい

る状況。との答弁がありました。 

次に、議案第６５号について、申し上げま

す。 

 条文中、溶融炭酸塩型燃料電池や固体酸化

物型燃料電池、固体高分子型燃料電池という

ものがあるが、どういう電池なのか。また、

それはどのような所で使用しているのか、 

との質疑に対し、溶融炭酸塩型燃料電池とい

うのは化石燃料で、例えばＬＰガスから水素

を取り出すために炭酸リチウム、炭酸カルシ

ウムなどの炭酸塩を用いて、水素を取り出し

酸素と反応させて電気を作り出すもので、一

般的には小型のものはエコカーなどの車に使

えるものもある。との答弁。 

 法改正に基づく条例改正ということで趣旨

は分かるが、例えば参考資料の２１ページの

（６）に「複合型居住施設」と表記されてい

るが、美唄には該当する所はあるのか。 

 また、第６章に「個室型店舗の避難管理」

とあるが美唄市には該当する所があるのか、

との質疑に対し、条例第２９条の５の特例基

準に該当する所は今のところ美唄市にはない。

個室型の店舗については、市内では、現在、

カラオケ店舗が１店舗ある。との答弁があり

ました。 

 なお、議案第６４号及び議案第６６号の以

上２件についての質疑はありませんでした。 

結果といたしまして、議案第６１号ないし
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議案第６６号の以上６件につきましては、原

案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。 

 本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長内馬場克康君 次に、議案第６７号及

び議案第６８号の以上２件について、米田産

業・厚生委員長。 

●米田良克産業・厚生委員長（登壇） ただ

いま議題となりました議案第６７号指定管理

者の指定の件（美唄市南美唄福祉会館）及び 

議案第６８号美唄市企業職員の給与の種類及

び基準に関する条例の一部改正の件の以上２

件について、産業・厚生委員会の審査の経過

並びに結果をご報告申し上げます。 

 経過といたしまして、９月７日、委員会を

招集して審査いたしました。 

 まず、議案第６７号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

初めに、指定期間を３月で締める期間指定

の考え方、南美唄福祉会館の運営・収支状況、

運営に関わる課題や行政サイドへの要望があ

るか、との質疑に対し、２年４カ月の指定の

考え方は、通常ほかの施設は３年間となって

いるが、平成１９年１２月に建設されたこの

会館は、市の会計年度と連動させることで、

業務の効率性が上がるということで、若干短

くした。 

 福祉会館の運営状況は、２０年、２１年と

ほぼ横ばい、収支状況は１７５万円前後であ

り、今年度は２７万円強の黒字である。 

 利用者数は６，０００人強で、新しくなっ

て広く活用されているのが最も良くなったと

ころだと思っている。 

 課題については、建設位置が若干中心部か

ら離れていること。要望については、周辺道

路の整備等があり、今年度、会館前が舗装さ

れ、枝切りの作業は地域町内の協力で、先日

完了した。現時点では特に大きな要望は無い。

南美唄は昨年から南美唄祭りなどを開催して

おり、一つの地域として非常にまとまった地

域だと感じている。との答弁。 

次に、所管する地域福祉会館で、指定期間

が年度途中からというものがほかにあるか。

また、管理人の手当ては、どんな相場になっ

ているか、との質疑に対し、指定の期間が年

度途中となっている施設は南美唄福祉会館の

１館だけである。 

 管理人の手当てについては、年間４０万円

強の管理人手当を運営委員会の方で支払って

おり、他の会館では、大体月２万円から２万

５，０００円前後と承知している。との答弁

がありました。 

 次に、議案第６８号における質疑・答弁の

主なものを申し上げます。 

初めに、条文ごとに何が変わったのか、表

現だけなのか、また、１９条の「等」とは、

育児で早く帰る人のために補充するためのも

のという理解か、美唄で対象になる人がいる

のか、との質疑に対し、改正内容については、

字句の修正、言い回しが変わるということで、

改正があったときにまとめて字句の修正等を

行っている。 

 第１９条の再任用職員の部分に入れた「等」

については、今までは退職された後の再任用

の職員として雇うときに、第５条、第５条の

２で、扶養手当の支給、住居手当、寒冷地手
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当などを規定していたが、これについては支

給をしない形であった。今回の改正で、育児

休業をとった職員の部分について、業務の穴

埋めをするための短時間勤務職員を採用する

ことになり、この職員がこの手当の支給対象

外になる改正をした。との答弁。 

次に、１７条の３について、なぜ期末手当

と勤勉手当を「この限りでない」ということ

になった理由は、との質疑に対し、手当ての

関係については、仕事を休むことになると、

経済面やその他に影響があり、今回、この制

度を有効利用して、現在、少子化対策が求め

られる中、長期にわたる育児と仕事の両立が

可能となるよう、育児のための短時間勤務制

度等を導入する意味があると解釈している。

との答弁。 

次に、制度が拡充され、より良い環境にな

れば、しっかりと職員に周知することが使用

者としての責務であり、現場の使用者、職員

監督者、管理者がそういう問題意識で職員に

接することが必要ではないか、との質疑に対

し、人事管理の総務部と綿密な打ち合わせを

しながら取り進めたい。との答弁がありまし

た。 

 結果といたしまして、議案第６７号及び議

案第６８号の以上２件につきましては、原案

のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 本委員会の決定どおりご承認いただきます

ようお願い申し上げまして、報告を終わりま

す。 

●議長内馬場克康君 次に、議案第６９号な

いし議案第７２号の以上４件について、紫藤

予算審査特別委員長。 

●紫藤政則予算審査特別委員長（登壇） た

だいま議題となりました議案第６９号平成２

２年度美唄市一般会計補正予算（第４号）、議

案第７０号平成２２年度美唄市国民健康保険

会計補正予算（第１号）、議案第７１号平成２

２年度美唄市老人保健会計補正予算（第１号）

及び議案第７２号平成２２年度美唄市介護保

険会計補正予算（第２号）の以上４件につい

て、予算審査特別委員会の審査の経過並びに

結果をご報告申し上げます。 

経過といたしまして、９月８日委員会を招

集して審査をいたしました。 

議案第６９号に対する質疑・答弁のうち、

主なものについて申し上げます。 

初めに、基金積立金事業について、１億６，

１００万円を基金に積み立てるということだ

が、安心して財政運営ができる基金の額とは

幾らか。また、基金の活用は、経済対策に充

てるべきだと考えるが、基金の活用の議論は

どのような方法で行われるのか、との質疑に

対し、一般的にその自治体が標準的な財政運

営を行っていく上で必要な一般財源、標準財

政規模について、美唄は約９０億程度である

が、この標準財政規模の５％程度が理想的と

言われており、４億５，０００万円から５億

円くらいが理想的な金額ということで認識し

ている。また、財政調整基金の活用について

は、これまで税収の落ち込み、大きな災害、

大型公共事業、交付税の落ち込みなど、一定

の要件に従い財源対応してきた。今後の活用

については、今現在、財政健全化計画推進市

民委員会で協議中でもあり、その意見を踏ま

えて今後検討していきたい。との答弁。 

なお、質疑に当たって、資料提出の要求が

あり、委員会として資料を求めました。資料
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の内容につきましては、財政調整基金の取り

崩しについて、平成１４年から１９年までの

取り崩し額と取り崩しの内容について記載を

した資料で、審査に資することになりました。 

次に、国のＩＴ戦略事業としての生活保護

事務システム改修等について、今までのレセ

プト請求事務の課題や不都合が整理できるの

か、との質疑に対し、これまで医療費の請求

が約６ヶ月以上かかっていたが、システムを

導入することにより、約３分の１の２ヶ月程

度で確認作業ができる。との答弁。 

次に、生活保護事務の電子化により、情報

の漏えいが心配される。その対策はとってい

るか、との質疑に対し、情報の管理について

はインターネットではなく、閉じたシステム

の中で処理されている。介護保険も一部認定

情報等について、そうしたネットワークの中

で処理しているということであり、それらの

対応を踏まえながら、生活保護については一

層の配慮がされていくものと思っている。 

なお、機会を見て、安全性のチェックにつ

いて、会議等の場で申し入れしていきたい。

との答弁。 

次に、インフルエンザ対策事業について、

昨年度の新型インフルエンザの接種実態につ

いて。また、高齢者のインフルエンザ接種の

負担について、前年度に比べて今年度はどの

ようになるのか、との質疑に対し、昨年度は

３，６５１人が接種し、そのうち１歳から３

歳未満児では２回接種で２６８人、助成対象

については、低所得者、生活保護者に関して、

９４８名が対象となっている。また、高齢者

の負担については、接種費用３，０００円の

うち２分の１の１，５００円、これは課税世

帯、非課税世帯とも同じ負担額となっていた。

今年度については、現時点では接種費用が国

の補助基準による３，６００円と想定してお

り、課税世帯の方は半分相当の１，８００円

を、非課税世帯の方は新型インフルエンザの

要素も含まれるということで、全額助成の対

象ということになる。 

なお、接種費用３，６００円については、

今のところ国で示される基準額を基に積算し

ており、この額については、ワクチン代の流

通価格がはっきりしていないため、今、市の

医師会の方と調整している状況で、今後若干

変わる可能性もあるが、３，６００円を上限

と考えている。との答弁。 

次に、農地基本台帳システム改修事業につ

いて、改正農地法の内容と美唄に当てはめる

とどうなるのか、との質疑に対し、農地法が

改正され、農業生産法人以外の法人も一定の

要件を満たせば、農業に参入できるという仕

組みになった。 

なお、美唄市においては、一般法人の参入

に関する問い合わせは１件もない。との答弁。 

次に、美唄の農地を、例えば大規模に借り

て、企業農業という形のものが入ってくるこ

ともあり得ると思うが、この法改正が将来及

ぼす影響について、との質疑に対し、賃貸に

よって農業に参入した一般法人は、年１回そ

の農地の利用状況報告を農業委員会の方に提

出する義務づけがされている。その報告に基

づいて農地が適正に使われてないということ

になれば、許可するときに、解除付き契約が

付されているので、まず、出し手と受け手の

間で解除がなされることが考えられる。次に、

それができないということになれば、農業委
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員会として現地を確認し、その適正利用につ

いて、指導、勧告、取り消しなどの指導を行

っていくことになっている。との答弁。 

次に、水稲生産の振興事業について、流れ

としてはこうなるという大まかな動きはどう

なのか、との質疑に対し、今回の整備で低ア

ミロースの分析も正確にできる機械に入れ替

え、機械とは、米成分分析計のことでありま

す。この機械に入れ替え、正確な分析を行う

ことにより、米の栽培技術の向上に結びつく

と考えている。また、色彩選別機等について

は、現在では食の安全・安心に対する市民・

国民の関心が高まっており、全量色選をかけ

てほしいという要望があるが、ライス工房で

取り扱っているお米を全量色彩選別機にかけ

ると、現有機械では２００日近くもかかって

しまうため、ライス工房の外にあった別の１

組の色彩選別機をライス工房の施設内に移設

をして、ラインで自動的につなぐという整備

の内容となっている。との答弁。 

次に、観光案内看板整備事業について、看

板をじっくり見るスペースも必要だと思うが、

４車線化になった後、車を止めて看板を見る

スペースは確保されているか、との質疑に対

し、看板の中身については、基本的には施設

の方向、距離を示す表示看板なので、あえて

道路で停車して見るような内容にはなってい

ないので、車を止めるスペースは確保してい

ない。との答弁がありました。 

なお、議案第７０号、議案第７１号及び議

案第７２号の以上３件については、質疑はあ

りませんでした。 

結果といたしまして、議案第６９号ないし

議案第７２号の以上４件については、原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。 

本委員会の決定のとおりご承認いただきま

すようお願い申し上げて報告を終わります。 

●議長内馬場克康君 次に、認定第１号ない

し認定第１１号の以上１１件について、小関

決算審査特別委員長。 

●小関勝教決算審査特別委員長（登壇） た

だいま議題となりました、認定第１号平成２

１年度美唄市一般会計決算認定の件、認定第

２号平成２１年度美唄市民バス会計決算認定

の件、認定第３号平成２１年度美唄市国民健

康保険会計決算認定の件、認定第４号平成２

１年度美唄市老人保健会計決算認定の件、認

定第５号平成２１年度美唄市下水道会計決算

認定の件、認定第６号平成２１年度美唄市介

護保険会計決算認定の件、認定第７号平成２

１年度美唄市介護サービス事業会計決算認定

の件、認定第８号平成２１年度美唄市後期高

齢者医療会計決算認定の件、認定第９号平成

２１年度市立美唄病院事業会計決算認定の件、 

認定第１０号平成２１年度美唄市水道事業会

計決算認定の件及び、認定第１１号平成２１

年度美唄市工業用水道事業会計決算認定の件

の以上１１件について、決算審査特別委員会

の審査の経過並びに結果をご報告申し上げま

す。 

 経過といたしまして、９月９日及び１０日、

９月１３日ないし１５日の５日間、委員会を

招集して審査をいたしました。 

 委員会の冒頭、副市長から補足説明があり、

引き続いて代表監査委員から総括的所見があ

りました。 

 その後、認定第１号、平成２１年度美唄市

一般会計決算認定の件に対する質疑に入りま



-   - 133 

した。 

 以下、その主なものについて申し上げます。  

まず初めに、第１款議会費、第２款総務費

にかかる質疑・答弁のうち、主なものについ

て申し上げます。 

 初めに、秘書交際事務について、前年度の

決算と比べて８０万強増えており、予算から

見ても１００万程度増えているが、その内訳

について、との質疑に対し、備品購入費の弔

旗を３基、９２万９，２５０円で購入したの

が一番大きな要因。そのほか、当初予算で組

んでいなかった旅費等について、増になった。

との答弁。 

 次に、行政情報化運用事業について、電子

申請に関して２１項目の電子申請を行ってい

るということだが、電子申請のあり方につい

ての見解、また、美唄市の現状について、と

の質疑に対し、平成１９年度からスタートし、

昨年の場合は実際の手続きについてはなかっ

た。電子申請は自宅あるいは会社等のパソコ

ンから、インターネット回線を通して、市役

所で必要な手続を行えるという内容で、使用

するパソコンにＩＣカードを読み取る機器を

接続していただくことが必要となっており、

加えて、個人の確認が必要なものについては、

公的個人認証手続きというものも必要になる。   

また、手数料等の支払いが必要なものについ

ては、電子申請を行った上で窓口に来ていた

だき、決裁していただくという手続きとなっ

ており、実際使用する場合、多少煩雑な部分

もあり、利用がなかったのかなというふうに

考えている。 

ただ、国においても電子政府の推進、地方

においても電子自治体の推進ということが、

今後の大きなテーマなので、電子申請の必要

性については、今後の情報化社会において必

要なものという認識を持っている。 

今後、技術的に利用しやすい環境づくりに

向けて、さらに検討していきたい。との答弁。 

 次に、グループ制についての仕事の効率の

面での評価と、グループ制の機能の状況につ

いての大まかな考え方について、また、管理

者の側から見て、意図したとおりに機能して

るということになるのか、今の組織機構につ

いて、どういう評価をされているか、との質

疑に対し、平成１８年から執行含め取り組ん

できており、２２年４月現在で１１の課にグ

ループ制を導入している状況。職員数を削減

していく中で、協力体制をとって効率的に事

務を進めるということで実施している。その

効果については、その職場、職場によるが、

一定の効果が出ているものと判断している。 

事務事業の効率化、連携をとりやすいとい

う事で始めてきたが、実際問題、部署によっ

ては、いろいろ効果が上がったもの、あるい

はまだ課題を残すもの等々あり、今後につい

ては、それらの部、課とのヒアリングを行い

ながら、もっともグループ制になじむような

体制、組織に努めていきたいと考えている。 

また、昨年、庁内の中に美唄市行政組織に

関する庁内検討委員会を策定しており、その

中で職場環境含めて、組織のあり方について

は検討してきている。との答弁。 

次に、人事管理の部分について、定期健康

診断受診者が３２２人で、うち要精密検査、

要治療が１７５人で、非常に高い比率だと思

う。また、メンタルヘルスケアの部分が５件

というのは、いろいろ聞こえてくる話からす
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ると非常に少ない感じがするが、その辺をど

んなふうに見ているのか。また、定期健診の

受診率について、との質疑に対し、要検査、

要治療等は高血圧や肥満等の場合にも、そう

いう指示が出るが、やはり高いと認識してい

る。メンタルヘルスの関係は、専門の主治医

になかなか相談に行きづらいのかなととらえ

ている。 

健診については、市の費用で実施している

健診で、専門職の専門の健診、定期健診等含

め４５５人が健診を受けている。定期健康診

断については、全職員対象としており３２２

人ということで、２１年度受診率については

１００％ということになっている。との答弁。 

 次に、耐震改修促進計画策定事業の中で、

地震防災マップ、揺れやすさマップ、地域の

危険度マップの作成とあるが、これは既に出

来ているのか、との質疑に対し、地震防災マ

ップの作成については、７月１日から７月３

０日までにパブリックコメントを行い、市民

の皆さんから意見を伺ったところであり、美

唄市耐震改修促進計画素案ができたところで

あることから、その概要版に地震防災マップ

を明示したものを考え、メロディー１１月号

に間に合うよう準備をしているところである。

との答弁がありました。 

 次に、第３款民生費、第４款衛生費にかか

る質疑・答弁のうち、主なものについて申し

上げます。 

 初めに、各種健康診査受診状況について、

昨年の数字に比べると、受診率が全部下がっ

ているが、その理由について、また、実際の

受診者数について、との質疑に対し、市町村

によって算定の仕方がばらばらで、なかなか

近隣との比較、全国的な比較等が難しいとい

う事から、２１年度から算定の仕方を変えて

おり、分母が大きくなったため、前年度と比

較して受診率が下がっている。 

実際の受診者数は、胃がん検診では、２０

年度１，０３０人、２１年度９６９人で、６

１名の減、肺がん検診では、２０年度１，０

４０人、２１年度９７２人で、６８人の減、

大腸がん検診は、２０年度１，０１５人、２

１年度９５５人で、６０人の減となっている。 

また、乳がん・子宮がん検診については、

昨年度から女性特有のがん検診ということで、

無料クーポン券を利用した検診が始まり、そ

れまでは、普通一般の乳がん検診・子宮がん

検診については、生年の偶数・奇数によって

隔年で受診していただく２年に１回の受診と

なっており、単純に比較はできないが、乳が

ん検診については、２０年度が４８８人、２

１年度が６８６人、子宮がん検診については、

２０年度が５４７人、２１年度か６６７人に

なっており、乳がん検診については、前年度

より１９８名の増、子宮がん検診については、

前年度より１２０名の増、そのような結果に

なっている。との答弁。 

 次に、恵風園の入所状況について、との質

疑に対し、平成２２年３月３１日現在で、入

所者数７７名、平成２１年３月３１日現在で

入所者数９０名、となっている。との答弁。 

 次に、生活保護受給者の５年間の推移につ

いて。また、最近の生活保護を申請されてい

る人達の状況について、との質疑に対し、平

成１７年度、５３７世帯、７５９人、２５．

９パーミル、１８年度、５７６世帯、８０４

人、２８．０パーミル、１９年度、６０８世
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帯、８４９人、３０．４パーミル、２０年度、

６１３世帯、８３６人、３０．７パーミル、

２１年度、６２４世帯、８５０人、３１．８

パーミルになっている。 

また、保護の申請状況については、高齢世

代、障がいを持っている方、年金未払いの方、

医療費高騰によって支払えなくなった方、中

には若年層で早期結婚、早期離婚という事で、

保護相談に来られて、そのまま受給される方

などがいる。ただ、高齢化という部分でいく

と、やはり高齢世帯が一番多くなってきてい

るという現象になっている。との答弁。 

 次に、応急生活資金貸付事業にかかる資金

のあり方の状況について、との質疑に対し、 

 生活の状況が非常に苦しく、生活資金とし

て不足の生じる方が、応急生活資金として借

り入れられているのがほとんどである。との

答弁。 

 次に、家庭児童相談事業について、美唄市

における児童虐待の実態について、また、虐

待に対する美唄市の予防体制と、虐待に対す

る追跡調査はしているのか、との質疑に対し、 

２１年度は２１件の養育相談があり、その中

で虐待が疑われるものが８件あった。いずれ

も疑いということで児童相談所に報告し、そ

の内容として、ネグレクトの疑いが２件、身

体的な虐待が５件、性的虐待が１件であった。 

 虐待の予防に関しては、美唄市では、見守

りとしては各町内会、すきやき隊、青少年育

成協議会など、いろんな方が目配りをしてお

り、各地域等との連携を密にしながら予防体

制を作っていきたいと考えている。 

 また、児童虐待には防止法があり、これに

ついては役割分担が決まっている。基本的に

は道の児童相談所に専門職が置かれた中での

対応がされ、市ではなるべく早く気づいた時

点で通報するのが第１となっており、そうし

た連携をしながら、市民に対しては、児童相

談所と同じような支援の意識を持ちながら対

応していきたい、との答弁がありました。 

 次に、第５款労働費、第６款農林費にかか

る質疑・答弁のうち、主なものについて申し

上げます。 

 初めに、求職者等職業能力開発支援事業に

ついて、職業講習受講者４５人中から、就業

につながったケースはどのくらいあるのか。

との質疑に対し、平成１９年度までは受講者

に対して、その後のアンケート調査を行って

いたが、回収率が３分の１以下と低いことか

ら、２０年度以降は廃止したことに伴い、そ

の後の動向については把握できていない状況

となっている。との答弁。 

 次に、季節労働者通年雇用促進支援事業に

ついて、２１年度の実績がゼロ社５人となっ

ているが、これはどういうことか。との質疑

に対し、通年雇用化の促進協議会に登録して

いる会員を対象に、地元の事業所に就職され

た方が、事業所としてはゼロ社で、市外の方

に就職されたという情報の件数が５人となっ

ている。との答弁。 

 次に、勤労者生活資金貸付事業について、

単年度実績がゼロとなっているが、ＰＲはど

のようになされているのか。との質疑に対し、 

 例年、５月と１１月に広報誌に記事を掲載、

また、取扱金融機関の岩見沢労働金庫にもＰ

Ｒの協力をいただいている。との答弁。 

 次に、アンテナショップに新規雇用３名と

なっているが、現在も継続して働いているの
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か。また、継続していれば仕事にも慣れ、お

店の印象も良くしていくことにも繋がると思

うが、その点の評価について、との質疑に対

し、アンテナショップの新規雇用３名につい

ては、現在も継続して雇用となっている。ま

た、新規雇用の３名については、商品知識も

豊富で、出店者との調整なども円滑に行って

いることから、今後も引き続き継続を前提に

考えている。との答弁。 

 次に、アンテナショップの運営状況と９カ

月間の入り込み客数及び最大月と最低月の人

数は。 

また、出店者の手数料で看板を購入してい

るが、看板の費用は、との質疑に対し、 

 ７月８日から約９カ月間、当初の売り上げ

目標１，５００万円に対し、１，６３４万５，

０００円の売り上げになった。内容について

は主に加工品で、７５％を占めている。 

冬季間の野菜など商品の安定的な確保とい

う課題は残っているが、２１年度の事業とし

ては、順調に終了できたと考えている。 

 入り込み客数については、レシートの発行

枚数での確認になるが、１万８，８２８名、

最大は８月の２，７０１名、最低は２月の７

３６名となっている。 

また、看板については、１基、２万７，０

００円で３基設置している。との答弁。 

次に、グリーン・ツーリズム農家民泊支援

事業について、支援の内容について。 

また、グリーンツーリズムガイドの配布先

について、との質疑に対し、旅館業の経営許

可を受けるための、消火器、火災報知機、カ

ーテンの防炎加工、灯油タンク等の改修及び

これらに係る申請手数料等の支援をしている。 

また、グリーンツーリズムガイドについて、

冊子化したものは１００冊で、編集したデー

タをホームページから閲覧できる。 

 配布先は、グリーン・ツーリズム研究会、

受入農家、そらちでい～ねの関係、旅行会社、

受け入れ関連の学校になっている。との答弁。 

次に、農業体験の受入者数、受入農家戸数、

また、空知全体のネットワークの中での、美

唄市の位置づけと今後の推移について、との

質疑に対し、修学旅行生等の受け入れについ

ては、学校数で２２校、生徒数は５２３人。

そのうち、宿泊を伴う受け入れについては、

１４校、２８５人となっている。受入農家数

は登録農家数４０戸のうち２８戸で、受入母

体のそらちでいーねの受入総数が４，６８９

人なので、全体の１割以上を美唄で受け入れ

た形になっている。 

今後の推移については、２１年度が４，６

８９人、今年度の予定人数は５，１００強に

なっており、今後こういう形で増えていくの

ではないかと考えている。との答弁。 

 次に、地域ＩＣＴの利活用モデル事業で、

地域資源のデータベース化総数とあるが、ど

ういう関係のものが主に入っているのか、と

の質疑に対し、美唄の観光情報や、地域資源

情報が入っており、アルテピアッツァ美唄、

宮島沼、また、そこで行われている事業の内

容や、インタビュー記事など。そのほか、こ

だわりの農産物の生産者のインタビュー記事、

美唄の特産品、やきとり、とりめしの歴史や、

かかわっている人のインタビュー記事などが

入っている。との答弁がありました。 

次に、第７款商工費、第８款土木費にかか

る質疑・答弁のうち、主なものについて申し
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上げます。 

 初めに、市内消費拡大促進事業にかかる、

美唄商品券発行事業の成果と今後の課題につ

いて。 

 また、利用された業種の傾向と、今後も、

地元業者を利用した市民の購買力を上げるた

めに、市の負担だけではなく商工会議所もあ

る程度負担分を出して売り上げを５，０００

万から１億にするような考え方は無いのか、

との質疑に対し、成果としては販売総額が５，

０００万円で、利用できる可能額が６，０２

５万円であり、４月１１日から９月３０日ま

での期間で、９９．５４％、６，０００万円

ぐらいが地元で消費されたと受け止めている。 

 また、今後の課題としては、利用できる加

盟店の拡大ということで、当初１６５店舗ぐ

らいの加盟であったが、商業者関係の加盟率

からすると６０数％にとどまっており、市外

から来られている商業者のところでは利用で

きないのが今の実態であることから、幅広く

利用できる場所作りが当面の課題と受け止め

ている。 

 また、利用された業種については、農協が

約４３％、衣料品関係が５％、残りは１％前

後が非常に多くなっている。 

 今後も市内の購買力を上げるために、会議

所など商業者の代表の方々と協議を重ねなが

ら、どういった形で継続できるのか、検討協

議をしながら方向性を見出していきたい。と

の答弁。 

 次に、公営住宅改善事業で、市営住宅への

火災警報器の設置について、今年度以降残っ

ている団地があるのか。また、平成２３年度

で公営住宅は網羅されるのか、との質疑に対

し、管理戸数１，０５２戸のうち、改正前の

条例に基づき、新築時に既に設置済みが２８

３戸、残りについては、この度の改正で設置

された住宅が、平成２１年度で２９５戸、平

成２２年度２３８戸、平成２３年度２３６戸

を予定している。ただし、南美唄団地、東明

中央団地、日東団地、いなほ団地については、

今現在３６戸の空き家があり、若干入居率も

低いことから、空き家については、入居が決

まった時点で設置するよう考えており、平成

２３年度で全ての団地の火災警報機設置を予

定している。との答弁。 

 次に、まちなか交流広場管理運営事業につ

いて、平成２１年度にイベントを２回開催し

ているが、その内容について、との質疑に対

し、１回目はメンタルヘルスの病院の方が、

患者さんのためにということで、流しそうめ

んを実施し、２回目は、秋祭りに神社の神輿

回しの場所として１回カウントしている。と

の答弁。 

 次に、交流拠点施設ゆ～りん館の過去３年

間の利用者数、スキー場の利用者増について、

どんな分析をしているのか、との質疑に対し、

ゆ～りん館の入館者数について、平成１９年

度２５万０，３４０人、平成２０年度２３万

５，８３１人、平成２１年度２４万０，７９

６人となっている。 

 スキー場については、毎年の利用増に向け

ての営業努力もしていただいているが、平成

２１年度は２０年度と比べて雪が多く、１３

日多く営業していることが利用増の主な要因

であると考えている。との答弁がありました。 

 次に、第９款消防費、第１０款教育費にか

かる質疑・答弁のうち、主なものについて申
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し上げます。 

 初めに、小中学校の教材購入事業について、

交付税参入に対する図書費の割合は。 

また、学校図書購入について、学校別の決

算額は、との質疑に対し、交付税参入に対す

る図書費の割合は、平成２１年度において、

予算措置されている部分では、小学校２１．

２％、中学校１１．９％。 

また、小中学校の図書購入決算額と寄贈を

含めた購入冊数は中央小学校、１０万６，２

８２円、２４６冊、東小学校、１４万７，３

１６円、９８冊、峰延小学校、６万２，９４

２円、１４６冊、南美唄小学校６万０，５８

５円、４７冊、東栄小学校、４万９，９９０

円、５７冊、茶志内小学校、４万０，７８２

円、５７冊、西美唄小学校、４万５，０００

円、３６冊、美唄中学校、９万３，５０８円、

６９冊、峰延中学校、３万円、１６冊、南美

唄中学校、３万４，６３２円、５８冊、東中

学校、９万５，５５９円、４８冊となってい

る。との答弁。 

 次に、標準学力検査事業について、２１年

度の結果で明らかになった問題点や課題につ

いて、改善策等の対策は行っているのか、と

の質疑に対し、各学校において、この結果を

十分に把握し、それぞれどこのポイントで授

業を進めていくか、研修を十分に積んでおり、

保護者の方にも具体的なデータを示しながら、

学校でどこに力を入れているかという説明を

している。また、最近は夏休み・冬休みを使

い、それぞれの学校で生徒に対して具体的な

指導を行う時間も作るなど、生徒指導の充実

に努めている。 

今後も、具体的な部分について、ポイント

を絞りながら指導体制について検討していき

たいと考えている。との答弁。 

 次に、消防組織の広域化について、どんな

議論がなされ、どんな形になって地方で具体

化されるのか、今後の見通しについて、との

質疑に対し、現在、道で出された素案に基づ

き、南空知圏の５消防本部で広域化について

の事務研究会を発足させ、担当部会を設けた

中で、現在の消防の現状と課題を精査し、広

域化に向けてどのような形がよいのか検討し

ている。 

なお、広域化の期限は、平成２４年度末ま

でとなっている。との答弁。 

 次に、火災予防推進事業における独居老人

家庭への査察実施について、どのような実施

状況なのか。 

また、積み残しの３４９件についてはどの

ようになっているのか、との質疑に対し、 

 独居老人の立ち入り検査については、春と

秋の火災予防運動期間中に立ち入り検査を実

施している。 

 また、独居老人の人数の差については、昨

年１０月の立ち入り検査の際、新型インフル

エンザの発生で、１２月まで行えなかった経

過があったための差となっている。との答弁。 

 次に、学校支援地域本部事業にかかる事業

の内容について、との質疑に対し、この事業

は国の委託を受けて平成２０年度から実施し

ているものであり、地域や地域の人材を活用

して学校支援を行い、学校現場に対してこど

もと向き合う時間をしっかり作ってもらうこ

とを大きな目的とし、２１年度では、全市の

実行委員会を立ち上げ、中学校区を単位とし

て、旧茶志内・西美唄中を含めた６地区に区
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分して、６地区協議会を設置し活動展開を図

ることとしたところだが、具体的な地区協議

会としての活動に結びついた地区は３ヶ所と

なっている。 

 また、各小中学校等にボランティアとして

活動してもらえるよう、ボランティアの養成

講座、レクリエーション講座を１回、本の読

み聞かせ養成講座を１回、合計２回の養成講

座を実施したところである。との答弁があり

ました。 

また、第１１款災害復旧費ないし第１５款

予備費に関して、質疑はありませんでした。 

 次に、歳入全般にかかる質疑・答弁につい

て申し上げます。 

 奨学資金貸付金収入について、収入未済額

及び未納者の所在不明の状況について、また、

保証人はつけているのか、との質疑に対し、 

 平成１９年度、２７１万５，３４６円、２

０年度、２９７万７，７００円、２１年度、

３３５万７，６００円と推移している。２１

年度の内訳は、現年に対する未納額、１０１

万７，２００円、１６件、過年度分が、２３

４万０，４００円、２２件、となっている。 

また、所在不明については、何件か発生し

ており、法律的に手立てが講じられない状況

になっており、追跡調査することが難しい状

況になっている。 

保証人については、連帯保証人として２名、

親及びそのほかの者をつけていただいている

が、年数が経過した部分については、連帯保

証人についても、亡くなられていたり、所在

が変わっていたりという状況もある。との答

弁。 

次に、ふるさと納税について、いくら寄附

があったのか。また、今後の対応策について、

との質疑に対し、寄附金額は、２６３万７，

０００円、件数が２７件、なお、平成２０年

については、１０月から開始して３月までで、

２４件、１６４万円の寄附金があった。 

目的別では、地域振興の寄附金、１４件、

１３３万７，０００円、福祉事業を応援で、

４件、６０万円、アルテピアッツァ美唄整備

事業を応援で、３件、１４万円、農業振興事

業を応援で、１件、３万円、その他、子ども

の関連、恵祥園関係の個別ケアの推進、中心

市街地活性化への応援、救急医療に対する応

援、宮島沼に対する応援といった部分で、５

件、５３万円になっている。 

また、今後のＰＲの方法としては、ホーム

ページだけでなくて、広報誌も通じてＰＲし

ているが、ポスター、パンフレットなどを活

用しながら、さらにＰＲに努めていきたいと

考えている。との答弁がありました。 

 次に、認定第２号平成２１年度美唄市民バ

ス会計決算認定の件にかかる質疑・答弁の主

なものについて申し上げます。 

 東栄小学校が東小学校に統合されてくると、

バスの利用がされると思うが、小学生の利用

に見合ったバス停の設置はされるのか、との

質疑に対し、教育委員会から事前に話が来て

おり、朝の通学時は旭通りのバス停、帰りは

美唄富良野線のバス停を使っていただくとい

うことで検討している。との答弁がありまし

た。 

 次に、認定第３号平成２１年度美唄市国民

健康保険会計決算認定の件にかかる質疑・答

弁のうち、主なものについて申し上げます。 

 国保税については、災害や病気等で減免制
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度があるが、医療費の患者負担について減免

制度がどのようになっているのか、との質疑

に対し、美唄市の国保においては、減免及び

徴収猶予の取り扱い要綱というものを持って

おり、項目については震災、風水害、火災及

び冷害、不作、不量で収入が減少したときの、

２項目について減免できる。との答弁があり

ました。 

 次に、認定第５号平成２１年度美唄市下水

道会計決算認定の件にかかる質疑・答弁のう

ち、主なものについて申し上げます。 

 下水道だけの問題ではなく、他の特別会計

も含め、納めることができる方に積極的な納

入の働きかけや、現状、支払うことが難しい

という場合は、ご相談くださいという働きか

けが必要ではないかと思うが、市全体として

の考え方は、との質疑に対し、それぞれ各原

課において、滞納対策は十分に講じているが、

どういった方法で市民の皆様にお知らせをし

たり、相談の内容等の受け付け方法の周知な

どの問題もあるので、それぞれ各部と十分に

連携を図りながら、その辺の方法については

検討させていただきたい。との答弁がありま

した。 

 次に、認定第６号平成２１年度美唄市介護

保険会計決算認定の件にかかる質疑・答弁の

うち、主なものについて申し上げます。 

 介護型の療養ベッドが平成２３年度末で廃

止されるが、美唄において療養病床は、どの

ような状況にあるのか、との質疑に対し、 

市内に介護療養型医療施設として花田病院、

定員６０人、しろした病院、定員５９名の２

つの施設があり、２３年末の療養病床の廃止

については、現在、国において廃止方針につ

いての見直しを検討しているということで、

まだ正式にどのように見直されるか決まって

おりませんので、今後推移を見守っていきた

い。との答弁がありました。 

次に、認定第７号平成２１年度美唄市介護

サービス事業会計決算認定の件にかかる質

疑・答弁のうち、主なものについて申し上げ

ます。 

 緊急時の対応について、特に夜間の泊まり

の状況はどのようになっているのか、との質

疑に対し、恵風園、恵祥園については、それ

ぞれ介護職員２名が夜間の対応をしており、

看護師については夜間当直はいないが、当番

制で担当の看護師が常時携帯を保持している

ため、有事の際は指示を仰ぐ形になっている。

との答弁がありました。 

 次に、認定第８号平成２１年度美唄市後期

高齢者医療会計決算認定の件にかかる質疑・

答弁について申し上げます。 

 保険料未収額の件数と、未納者について、

ペナルティーは発生するのか、との質疑に対

し、現年賦課分は４１件、滞納繰越分は１６

件、ペナルティーについては、１年以上未納

が続くと短期保険証か資格者証が交付される

ことになる。との答弁がありました。 

 次に、認定第９号平成２１年度市立美唄病

院事業会計決算認定の件にかかる質疑･答弁

のうち、主なものについて申し上げます。 

 患者さんに接する看護師さんたちの働く意

欲、人的な質の低下を来たさない事が重要だ

と思うが、スタッフの質の維持、向上という

ことで心がけておられる事柄について、との

質疑に対し、患者さんと接する機会が一番多

い看護師なので、レベルアップの研修に多く
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出席させたり、接遇の研修も含めて、院内の

研修や、講師を呼んでの研修などの取り組み

をした中で、サービスの低下にならないよう

努めている。との答弁がありました。 

 次に、認定第１０号平成２１年度美唄市水

道事業会計決算認定の件にかかる質疑・答弁

のうち、主なものについて申し上げます。 

 水道の料金の設定について、独居老人の方

が多くなってきていることから、基本料金等

の見直しをしていくことも必要ではないかと

考えるが、考え方について、との質疑に対し、 

基本料金の考え方は、各家庭に配水管やメ

ーターなどの設備投資の部分があるため、少

量しか使用しなくても基本料金は負担してい

ただく形になっている。基本水量５トンは少

量使用者に対して優しい料金設定いう形の中

で取り進めてきた経緯があり、この形でと考

えている。との答弁がありました。 

次に、認定第１１号平成２１年度美唄市工

業用水道事業会計決算認定の件にかかる質

疑・答弁のうち、主なものについて申し上げ

ます。 

 取水量、配水量について、１２月と１月が

ほかの月より多いが、この要因について、と

の質疑に対し、いろんな事業所があるため、

工場によっては時期的なもので多く使用され

たものと考えている。との答弁がありました。 

 なお認定第４号平成２１年度美唄市老人保

健会計決算認定の件、書面審査及び総括質疑

に関して質疑はありませんでした。 

 以上の経過から、認定第１号及び認定第３

号についてはご異議がありましたので、起立

採決の結果、原案のとおり認定すべきものと

決定いたしました。 

 また、認定第２号、認定第４号ないし認定

第１１号については、原案のとおり認定すべ

きものと決定いたしました。 

 本委員会の決定どおり、ご承認いただきま

すようお願い申し上げまして、報告を終わり

ます。 

●議長内馬場克康君 これより議案第６１号

ないし議案第６６号の以上６件について、一

括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第６１号美唄市給与条例の一

部改正の件ないし議案第６６号美唄市立学校

設置条例の一部改正の件の以上６件は、委員

長報告のとおり決定されました。 

これより議案第６７号及び議案第６８号の

以上２件について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって、議案第６７号指定管理者の指定の

件（美唄市南美唄福祉会館）及び議案第６８

号美唄市企業職員の給与の種類及び基準に関

する条例の一部改正の件の以上２件は、委員

長報告のとおり決定されました。 

これより議案第６９号ないし議案第７２号

の以上４件について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。 

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第６９号平成２２年度美唄市

一般会計補正予算（第４号）ないし議案第７

２号平成２２年度美唄市介護保険会計補正予

算（第２号）の以上４件は、委員長報告のと

おり決定されました。 

これより認定第１号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

１番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ただいま議題

となりました認定第１号平成２１年度美唄市

一般会計決算認定の件につきまして、日本共

産党議員団を代表して、討論に参加いたしま

す。私の立場は認定に反対です。以下、その

理由と若干の意見を申し述べます。 

平成２１年度における決算は、歳入１８０

億７，２６２万６，３８９円、歳出１７７億

２，１８４万９，８６９円、差し引き３億５，

０７７万６，５２０円の黒字となっています。 

２００９年の政府予算は、麻生首相のもと

で編成されたものでした。２００８年秋のア

メリカのリーマンショック以降、日本経済は、

かつて経験したことのないスピードで悪化し

ました。派遣切りで食と住居を同時に失う労

働者が急増し、資金繰りの悪化や仕事の減少

で中小業者が苦しめられるなど、国民全体が

悲鳴を上げていました。麻生政権が編成した

政府予算は、日本経済の脆弱さの根本にある

大企業中心アメリカ言いなりの経済路線にし

がみつき、そのツケを消費税増税で国民に押

しつけるレールを敷こうとしました。 

その中、２００９年８月の衆議院議員選挙

で民主党が大勝し、政権交代となり、国の行

方が混沌とする中、平成２１年度の予算執行

に携わった関係職員の皆さんには言葉に言い

尽くせない御苦労があったことと思います。

改めて敬意を表します。 

歳入の状況ですが、地方交付税が前年より

増額となっておりますが、自主財源の比率は

３割弱で、依然として財政運営は厳しいとし

か言いようがありません。このような状況の

もとで、住民の福祉の向上という自治体とし

ての使命を果たせているか。市民の生活実態

や市内経済状況に即して施策展開がなされて

きたかが問われるものと考えます。 

燃料の高騰が冬期間の市民生活を左右する

という状況のもと、福祉灯油の実施は、市民

にとって体だけでなく、心まで温める事業と
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なりました。最低限の生活を強いられている

生活保護世帯への福祉灯油支給が実施されな

かった点は、厳しく指摘しておかなければな

りません。妊婦健診の公費助成拡大や新型イ

ンフルエンザへの助成など、住民の福祉、健

康を守るための方策を講じられたことは評価

できると考えます。民間個人住宅へのバリア

フリーや防寒の改修制度は高齢化の進む本市

にあって、高齢者が地域で安心して住み続け

られる支えとなり、市内関連業者へも波及効

果があらわれております。しかしながら、近

隣他市に比べると適用が限られており、今後

適用の拡大が求められると考えます。小中学

校の耐震診断、耐震改修が進んだことは子ど

もたちに安心して学べる環境が保障されたこ

とと評価できると考えます。市民に人権と男

女平等の意識の浸透を図るべく、美唄市男女

共同参画条例の制定は、昨今の情勢のもと、

大きな一歩を踏み出したと言えます。しかし

ながら、生活環境を見るならば、道路側溝整

備などは厳しい財政状況の中、大きく立ち遅

れており、市民生活に不都合を来たしている

地域も見受けられます。旧中央駐車場の不動

産評価の大幅な減額は、市民の中に行政に対

して大きな不信を巻き起こしました。本市の

基幹産業である農業は、米価の下落や気候不

順により経営が厳しく、農業者の高齢化も深

刻化しており、将来の本市の農業に暗い影を

落としております。商業者も依然として厳し

い経営状況に変わりはありません。 

決算の内容は、美唄市の極めて厳しい財政

状況を反映したものですが、全体を見れば、

結果として、基本的には国の進める路線に従

った内容となっております。高齢化や貧困化、

グローバル経済の影響を受け、不安を感じて

いる市民に必要な福祉施策こそ充実させるべ

きであることを申し上げ、平成２１年度美唄

市一般会計決算認定について、認定に反対の

立場からの討論といたします。 

●議長内馬場克康君 ５番、高橋幹夫議員。 

●５番高橋幹夫議員（登壇） ただいま議題

となりました認定第１号平成２１年度美唄市

一般会計決算認定の件につきまして、討論に

参加いたします。私は認定することに賛成で

あります。以下、その理由と若干の意見を申

し上げます。 

平成２１年度一般会計の決算は、歳入総額

１８０億７，２６２万６，３８９円に対し、

歳出総額１７７億２，１８４万９，８６９円

で、歳入歳出差引額は、３億５，０７７万６，

５２０円となり、翌年度に繰り越すべき財源

３，０４３万９，０００円を除く実質収支で

３億２，０３３万７，５２０円の黒字決算と

なりました。財政健全化計画における具体的

項目の取り組みのスタートの年としては、ま

ず一安心できる結果となりました。 

平成２１年度は極めて厳しい社会情勢の中

にあって、国の数次にわたる経済対策等によ

り地域活性化に向けた取り組みや、雇用対策、

さらには安全・安心なまちづくりに向けた取

り組みに積極的に対応するとともに、市民の

皆さんの協力のもと、市長を初め、市職員が

経費の節減や人件費の抑制などを行いながら、

効率的な行財政運営に努められたことを評価

するものであります。なお、埋立処分地や道

営住宅関連の事務の執行においては、さまざ

まな課題が惹起したところであり、さまざま

な検証を踏まえ、事務執行体制の改善が強く
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望まれるものであります。また、地方公共団

体の財政の健全化に関する法律による健全化

判断比率は一般会計の実質収支の黒字額など

から財政健全化計画よりも若干好転するとと

もに、早期健全化団体の基準をクリアしてい

るところではありますが、市立病院の不良債

務や市債残高が多額であることなどから、連

結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率はまだ相当高い水準にあり、財政の健全

化に向けた取り組みを着実に進めることが必

要であります。 

歳入を見ますと、自主財源の中核である市

税収入が対前年度比約４，２００万円の減収

となっている一方で、収納率は少し改善され

ており、今後においても市税等のさらなる収

納対策を望むものであります。また、地方交

付税においては、対前年度比約１億２，００

０万円増加するなど、一般財源が昨年に引き

続き増加してるところであり、地方への財源

対策が改善されつつあります。 

賛成理由については、主な施策の取り組み

から申し上げますと、平成２１年度は２１世

紀まちづくりプラン後期基本計画の４年次目

として、福祉、環境、交流、経済振興並びに

安全・安心な暮らしの確保を重点とした施策

に取り組まれるとともに、国の経済対策等に

呼応し、各種事業に積極的に対応するなど、

その効果が期待されるものであります。 

初めに、やさしさと健康のまちづくりにつ

いては、道の地域子育力パワーアップモデル

に選定され、地域が一体となって子育てを支

援する機運が高まったほか、地域の皆さんと

協働による健康づくりや新型インフルエンザ

への対応、妊産婦健診の公費助成拡大など、

各種検診の受診率の向上に取り組まれました。

また、老朽化が進む各地域福祉会館の整備改

修を行ったほか、第２期地域福祉計画に基づ

き、地域の自主的・主体的な取り組みを支援

するなど、地域福祉の向上に取り組まれまし

た。市立美唄病院については、財政健全化法

に基づき、個別外部監査を実施したほか、市

立美唄病院経営健全化計画を策定し、人工透

析患者の受け入れの拡充のほか、美唄医師会

との協力のもとで緊急医療体制を維持するな

ど、地域医療体制の確保と、経営の効率化に

努められました。 

次に、快適なくらしを実現するまちづくり

でありますが、都市基盤の整備では、地域か

ら要望の多い道路、側溝などの整備に努めら

れたほか、公園については、住民が参加する

公園の管理清掃活動を推進されました。また、

住宅については、既存の公営住宅の環境改善

のほか、民間住宅のバリアフリー改善等に対

する支援制度を見直し、利用の拡大を図られ

ました。また、市民生活の安全確保に向けて、

美唄市地域コミュニティ安全条例に基づき、

地域と協働して防犯活動や交通安全運動など

を推進されました。 

次に、人と自然が調和したまちづくりであ

りますが、宮島沼水鳥湿地センターを拠点と

して、環境学習会やボランティア学習会など

開催し、環境保全の必要性をＰＲしたほか、

事業系ごみのごみ処理手数料については、排

出量に応じた費用負担となるよう改正するな

ど、ごみの適正処理や減量化に向けて取り組

まれました。 

次に、豊かで活力ある産業が広がるまちづ

くりでありますが、農業においては、農家民



-   - 145 

泊許可の取得を支援し、修学旅行先の農業体

験受け入れなど、消費者と生産者との交流推

進に努められました。また、精米施設やもみ

殻格納庫、小麦乾燥調製施設、大豆乾燥調製

施設の整備を進めたほか、農村環境の保全を

図るため、農地・水・環境保全向上対策事業

を引き続き支援しました。商工業におきまし

ては、まちなか交流広場を整備したほか、市

民ふれあいサロンを開設し、中心市街地の活

性化に取り組みました。また、プレミアム商

品券の発行を支援し、市内消費の拡大を推進

しました。さらに、地域資源の有効活用をテ

ーマとしたビジネス交流会を開催し、起業家

支援に取り組みました。雇用においては、緊

急雇用創出事業やふるさと雇用再生特別対策

推進事業を活用し、求職者に対する生活支援

に努められました。 

次に、文化と交流のまちづくりであります

が、学校教育においては、小中学校の耐震化

を着手するとともに、小学校コンピュータ機

器の更新や、校内ＬＡＮの整備、地上波デジ

タルテレビの整備を行うなど、教育環境の整

備に努められました。交流においては、農商

工連携の考えのもとで地域ＩＣＴの推進を初

め、観光交流の推進を図るため、アンテナシ

ョップＰｉＰａの開設や美唄の魅力まるごと

フェアの開催、モニターツアーの実施など、

地域経済活性化に向けた取り組みを推進いた

しました。 

以上のことから、賛成にする次第でござい

ます。 

最後に財政健全化の取り組みは平成２７年

度までの長期にわたり、また、新たな総合計

画の策定作業を進めているところであります

が、今後も自立と協働を理念に市長のリーダ

ーシップの下で職員幹部の指導力をさらに発

揮していただき、職員が一丸となって財政の

健全化と地域の活性化に向けて、取り組まれ

ますことをご期待申し上げ、私の討論といた

します。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決いたします。 

ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は認定であります。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（ 賛成者起立 ） 

起立多数であります。 

よって、認定第１号平成２１年度美唄市一

般会計決算認定の件は、委員長報告のとおり

決定されました。 

これより認定第２号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。これ

より討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって討論を終結いたします。これ

より採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、認定第２号平成２１年度美唄市民

バス会計決算認定の件は、委員長報告のとお

り決定されました。 
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これより認定第３号について質疑を行いま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論を行います。 

１番、吉岡文子議員。 

●１番吉岡文子議員（登壇） ただいま議題

となりました認定第３号平成２１年度美唄市

国民健康保険会計決算認定の件につきまして、

討論に参加いたします。私の立場は認定に反

対の立場です。以下、その理由と若干の意見

を申し述べます。 

国民健康保険は、健康保険や共済保険など

の被用者保険に加入していない労働者、農林

水産業者、自営業者、退職者や無職の人など

を対象にした我が国最大の医療保険制度です。

国民健康保険法には、社会保障と国民保険の

向上に寄与すると書かれており、国の責任で

国民に医療を保障することを明記しています。

しかし、自己責任と受益者負担の双方を求め

る政府与党の構造改革の中で、国民健康保険

制度の本来の目的がゆがめられてきました。

一向に光の見えない雇用状況のもとで高過ぎ

て支払い能力を超えた保険税、資格証明書交

付世帯の急増、国民皆保険の理念は崩壊の危

機に瀕していると言わざるを得ない状況です。 

平成２１年度の決算の内容は、歳入３５億

９，０９６万０，８０８円、歳出３５億８，

９３４万２，９３１円で、差し引き１６１万

７，８７７円の黒字となっています。しかし

一般会計から２億６，４００万円余の繰入金

をもってしてのことで、美唄市の国民健康保

険会計は依然厳しい状況となっています。美

唄市の国民健康保険の実態は、国保加入者世

帯数は４，７２３世帯、被保険者数は８，１

０７人で世帯全体の４割弱、人口全体の３割

以上を占めています。そのもとで資格証明書

交付世帯は１３６世帯で、前年度比７世帯の

減、短期証交付世帯は３３４世帯、前年度比

５９世帯の減という状況です。 

全国的に保険証取り上げで治療が手遅れに

なるなどの調査が明らかになり、政府も、生

活に困窮して医療を必要とする場合には、滞

納世帯に交付証を発行する事や、失業によっ

て国保加入となった人の国保料減免に国が財

政支援を行うこと、子どもの無保険問題の対

策として、滞納世帯であっても、子どもには

無条件に短期証を発行することなどの対策が

とられました。 

本市においては、納税相談などでは分割納

付や他の制度利用を進めるなどの対応を続け

られていることは承知しておりますが、払い

たくても払えない生活水準をはるかに超えた

過重な保険税負担が滞納の発生につながって

おります。 

歴代自民党政権は１９８４年の国保法改悪

を皮切りに、国保への国庫負担を削減し続け、

国保を深刻な財政難に陥らせました。年金生

活者や失業者などが加入者の過半数を占める

国保は、もともと分厚い国庫負担なしには成

り立たない医療制度です。しかも、この間、

大企業の雇用破壊で、失業者や非正規労働者

が大量に国保に流入し、規制緩和によって自

営業者や農業者の経営難が加速するなどの国

保の貧困化が急速に進行しています。 

ところが、１９８４年から２００６年の間

に市町村国保の総収入に占める国庫支出金の

割合は、４９．８％から２７．１％へとほぼ
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半減し、一人当たりの国保税は３万９，００

０円から８万２，０００円と倍増しました。

国保税を誰もが払える水準に引き下げ、安心

できる医療制度に改革するには、国庫負担を

元に戻すことが必要です。 

そのような中で、美唄市において、地域の

医療制度としての国民健康保険制度を守るこ

とは、住民の福祉の増進を役割とする自治体

の長としての市長の重大な責務であると考え

ます。桜井市長は国に対しては国庫負担を元

の４５％に戻すことや、医療制度の見直しを

求めて声を上げつつ、市民に対しては、国保

税引き下げなどを早急に検討して高くて払え

ない国保税滞納による資格証明書発行を中止

することが求められております。 

本会計の決算内容は、政権交代した中での

予算執行に当たられた職員の皆さんの御努力

には敬意を表しますが、結果として国の国民

いじめの国民健康保険行政に従ったものであ

り、容認しがたいものです。 

以上申し上げまして、平成２１年度美唄市

国民健康保険会計決算認定の件につきまして、

認定に反対の立場からの討論を終わります。 

●議長内馬場克康君 ３番、五十嵐聡議員。 

●３番五十嵐聡議員（登壇） ただいま議題

となりました認定第３号平成２１年度美唄市

国民健康保険会計決算認定の件につきまして、

討論に参加させていただきます。結論から申

し上げまして、私の立場は原案に賛成であり

ます。以下、その理由と若干の意見を述べさ

せていただきます。 

国民健康保険は、住民に身近な地域保険と

して運営され、最近は、高齢者や低所得者の

加入が増加し、構造的な問題を抱え、長期的

な景気後退に伴う経済状況悪化の中、保険税

の収納率は伸び悩んでおり、急速な高齢化や

医療費の増嵩により保険財政は極めて厳しい

状況に置かれております。 

そのような状況の中、本市の平成２１年度

決算状況は実質収支額で１６１万８，０００

円の黒字となっており、国民健康保険支払準

備基金につきましても、７，０００万円の取

り崩しで済み、今後の運営に備えることがで

きたと思われます。 

さて、本市国民健康保険は、低所得者や４

割近くを占める６５歳以上の被保険者を抱え

ている状況にあり、また、医療費の増加も続

いていることから、今後一層の厳しさを増し

ていくものと考えられます。このことから、

特定健康診査等、検診の事業を積極的に進め、

健康に対する意識を高めるとともに、早期発

見、早期治療につなげることが医療費の抑制

に結びつくものと思っております。 

なお、医療制度については、昨年の新政権

の施策により、高齢者医療の現行制度の廃止

が予定され、それにかわる新たな制度の検討

が現在行われております。これによりますと、

市町村国保は大きくかかわることとなり、事

業運営も大きな変革が予想されております。

さまざまな情報を的確に把握しながら、対応

していくこととなるでしょうが、まずは今現

在運営している事業の安定を保ち、被保険者

に対して健全な国保事業状況を示すことがで

きますよう、適切に事業運営されることを御

期待を申し上げ、私の討論を終ります。 

●議長内馬場克康君 これをもって討論を終

結いたします。 

これより採決をいたします。 
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ご異議がありますので、起立により採決い

たします。 

本件に対する委員長報告は、認定でありま

す。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。 

（ 賛成者起立 ） 

起立多数であります。 

よって、認定第３号平成２１年度美唄市国

民健康保険会計決算認定の件は、委員長報告

のとおり決定されました。 

これより認定第４号ないし認定第１１号の

以上８件について、一括質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括質疑を終結いたします。 

これより一括討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

これをもって一括討論を終結いたします。

これより一括採決いたします。 

本件は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、認定第４号平成２１年度美唄市老

人保健会計決算認定の件ないし認定第１１号

平成２１年度美唄市工業用水道事業会計決算

認定の件の以上８件は、委員長報告のとおり

決定されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第３、議案

第７３号美唄市固定資産評価審査委員会委員

選任の件及び日程の第４、議案第７４号美唄

市固定資産評価審査委員会委員選任の件の以

上２件を一括議題といたします。 

本件に関し提案理由の説明を求めます。 

市長職務代理者副市長。 

●市長職務代理者副市長板東知文君（登壇）

ただいま上程されました各案件について、提

案理由をご説明申し上げます。 

初めに、議案第７３号美唄市固定資産評価

審査委員会委員選任の件であります。 

本件は三宅雅登委員が１１月１０日をもっ

て任期満了となりますので、本市固定資産評

価審査委員会委員として引き続き三宅雅登氏

を選任いたしたく、地方税法の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

次は、議案第７４号美唄市固定資産評価審

査委員会委員選任の件であります。 

本件は三浦洋嗣委員が１１月１０日をもっ

て任期満了となりますので、本市固定資産評

価審査委員会委員として引き続き三浦洋嗣氏

を選任いたしたく、地方税法の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

よろしくご審議をお願いいたします。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

７３号については、原案のとおりこれに同意

することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議案第７３号美唄市固定資産評価

審査委員会委員選任の件は、原案のとおり同

意することに決定されました。 

お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました議案第

７４号については原案のとおりこれに同意す

ることにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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ご異議なしと認めます。 

よって、議案第７４号美唄市固定資産評価

審査委員会委員選任の件は、原案のとおり同

意することに決定されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第５、意見

書案第１４号道路の整備に関する意見書ない

し日程の第９、意見書案第１８号Ｂ型肝炎問

題の早期全面解決を求める意見書の以上５件

を一括議題といたします。 

本件に関し、それぞれ提案理由の説明を求

めます。 

まず、意見書案第１４号ないし意見書案第

１６号の以上３件について、７番、長谷川吉

春議員。 

●７番長谷川吉春議員（登壇） ただいま議 

題となりました、意見書案第１４号ないし第

１６号の以上３件につきまして、一括して案

文を朗読し、提案理由の説明にかえさせてい

ただきます。 

 

道路の整備に関する意見書 

 

 北海道は、全国の２２％を占める広大な面

積に１７９の市町村からなる広域分散型社会

を形成し、道民の移動や物資の輸送の大半を

自動車交通に依存しており、道路は道民生活

と経済・社会活動を支える重要な社会基盤と

なっておりますが、冬期の厳しい気象条件に

加え多発する交通事故、自然災害時の交通障

害や更新時期を迎え老朽化する道路施設など、

道路をとりまく課題は多くあります。 

 また、国土の根幹をなす高規格幹線道路か

ら住民に最も密着した市町村道に至る道路網

の整備は、道民が強く要望しているところで

あり、特にミッシングリンクをかかえ、全国

に比べて大きく立ち後れている高規格幹線道

路ネットワークの形成は、圏域間の交流・連

携の強化による地域経済の活性化、道民の命

に関わる救急搬送や災害対応といった安全で

安心な生活を確保する上での重要な課題であ

ります。 

 本市におきましては、国道１２号、道道美

唄富良野線、月形大橋の整備促進が、最も重

要であると考えております。 

こうした中、地方財政は全国的な景気後退

とともに、税収が落ち込むなど、さらに厳し

さを増しており、今後は、国と地方の適切な

役割分担のもと、道路整備に必要な予算を確

保するとともに、国が制度を見直す際には、

地方の自主性・裁量性を重視した地方にとっ

て自由度の高い制度とすることが重要であり

ます。 

 このような状況を踏まえ、次の事項につい

て強く要請いたします。 

記 

１ 高規格幹線道路ネットワークの早期形成

を図るため、整備中区間の早期供用を図る

とともに、抜本的見直し区間の未着手区間

や基本計画区間などについて早期の事業化

を図ること。 

２ 高度成長期に整備され老朽化した道路施

設の長寿命化に係る費用に対する支援の拡

充を図ること。 

３ 冬期交通における安全性の確保、交通事

故対策、自然災害時の交通機能の確保など、

地域の暮らしを支える道路の整備及び維持

に必要な予算額を確保すること。 
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４ 平成２３年度から段階的に実施するとさ

れている一括交付金の制度設計の際には、

道路整備に関する地域の様々な課題に対応

できるよう制度を充実するとともに必要な

予算額を確保すること。 

５ 事業評価に当たっては、地域からの提案

を反映させるなど、救急医療、観光、災害

対策など、地域にもたらされる多様な効果

を考慮し、総合的な事業評価手法となるよ

う検討すること。 

６ 地方の財政負担の軽減に資する地方道路

整備臨時貸付金制度の維持・拡充を図るこ

と。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

 平成２２年９月１７日 

北海道美唄市議会 

 

国民健康保険への国庫負担の 

増額を求める意見書 

 

 今日、国民健康保険に加入している多くの

人たちは、国保料（税）の高額負担に耐えか

ね、受診を抑制する事態が増加しています。 

 北海道では加入国保世帯数８９２，２０１

世帯（０９年６月１日現在）のうち、滞納世

帯が１７３，５１５世帯（１９．４５％）と

なっています。 

 美唄市においては加入世帯数４，７２３世

帯のうち滞納世帯が５９０世帯（１２．４

９％）となっています。 

国保料の高負担の要因は、１９８０年代以

降、国民健康保険に対する国庫負担の削減を

繰り返してきたことにあります。 

 全国では、市町村の総収入に対する国庫支

出の割合が１９８０年に５９．５％であった

ものが、２００７年には２５％まで低下して

います。この間、加入者世帯の平均所得が２

７６万円（１９９０年）から１６７万円（２

００７年）へと大きく下がっており、１人当

たりの保険料が６万５，２８４円から８万４，

３６７円と逆に上がっています。このことは

被保険者にとって、保険料（税）がもはや負

担の限度を超えていることを示しています。 

 しかも国は、医療費の窓口負担軽減など、

福祉医療を実施している市町村国保会計に対

する国庫負担を削減する「ペナルティー」を

設けています。市町村国保が被る「ペナルテ

ィー」に対して、少なくない県で支援の廃止、

縮小をするなど、「三位一体改革」に伴い、国

民健康保険でも、これまで国が果たしてきた

役割が都道府県に押しつけられる中で、都道

府県が独自に果たしてきた役割が廃止、縮小

され、市町村へとしわ寄せされています。 

 今、国民が安心して医療にかかれる国民健

康保険の再生が切実に求められています。 

 よって、国民健康保険への国庫負担の増額

を強く求めるものです。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

平成２２年９月１７日 

北海道美唄市議会 

 

介護保険料・利用料の軽減制度の 

確立を求める意見書 

 

 介護保険法には「１０年を経過した場合に

おいて必要な措置を講じる」（附則第４条）と
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規定されています。介護保険法が施行されて

１０年、多くの矛盾と問題点をかかえた介護

保険制度のもとで、高齢者・家族も、事業所

も、そして地方自治体も困難と苦しみをかか

えている実態が明らかとなっています。 

 中でも、定率１割の利用料、ホテルコスト

（食費・居住費）の導入など、「応益負担」原

則に基づく過重な利用者負担が、低所得者の

高齢者を介護サービスの利用から排除する事

態を引き起こしているという事態は極めて深

刻です。 

 介護にかかわる様々な悲劇もあとを絶ちま

せん。 

 また、介護保険料についても重い負担が家

計を圧迫しており、軽減・免除を望む声が多

く、独自の軽減策を実施している自治体は９

割近くにのぼっています。利用料の独自軽減

策を講じている市は４割を超え、食費・居住

費の軽減を実施している自治体も少なくあり

ません。 

 こうした事実は、介護保険料、利用料の負

担軽減が極めて強い要望となっていることを

示しています。 

 よって政府は、低所得者に対する介護保険

料・利用料負担の軽減策を国の制度として確

立するよう強く要望します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出します。 

 平成２２年９月１７日 

北海道美唄市議会 

 

なお、提出先は、それぞれ案文記載のとお

りでありますので、原案のとおりご承認いた

だきますようお願い申し上げまして、提案理

由の説明を終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に意見書案第１７号

について、１１番、土井敏興議員。 

●１１番土井敏興議員（登壇） ただいま議

題となりました、意見書案第１７号につきま

して、案文を朗読し、提案理由の説明にかえ

させていただきます。 

 

森林・林業政策の早急かつ確実な 

推進に関する意見書 

 

 近年、森林に対する国民の期待は地球温暖

化の防止、国土の保全や水源のかん養はもと

より、生物多様性の保全への貢献など多様化

するとともに、低炭素社会づくりを進めるた

め、木質エネルギー利用を含め、木材利用の

拡大に対する期待も増大しています。 

 しかしながら、国内の林業は路網整備や森

林施業の集約化の遅れなどから生産性が低く、

材価も低迷する中、森林所有者の施業放棄が

懸念されるなど、我が国の林業・木材産業は

危機的な状況に陥っており、加えて森林・林

業の担い手である山村は崩壊の危機に立って

います。 

 こうした厳しい状況を踏まえ、昨年公表さ

れた「森林・林業再生プラン」に基づき、国

民の期待に応えていくため、今後、森林整備

を着実に推進するとともに、森林の有する多

面的機能の持続的発揮を図りながら森林資源

を適切に活用し、森林・林業・木材産業の活

性化による山村の再生を図るため、以下の項

目を実現するよう要望いたします。 

記 

１．地球温暖化防止・森林吸収源対策を推進
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するための安定的な財源措置の確保及び森

林所有者の植林意欲を高めるための負担軽

減措置等による森林経営対策を推進するこ

と。 

２．水源のかん養など森林の有する公益的機

能の重要性を踏まえ、森林の取り扱いに関

する所有者の責務を明確化するとともに、

大面積皆伐の抑制や伐採後に確実に植林す

る仕組みを構築すること。 

３．公共建築物等における木材の利用の促進

に関する法律の制定を踏まえ、低炭素社会

の実現に着目した公共建築物や住宅建設等

における木材利用の促進及び木質バイオマ

ス利用など国産材の利用を拡大すること。 

４．持続可能な森林・林業の確立に向けて、

森林計画の作成や施業の集約化を担う人材

及び現場事業の担い手などの育成確保を図

るとともに、森林整備に要する経費の定額

助成を実施すること。 

５．国民共有の財産である国有林については、

公益的機能の一層の維持増進を図るととも

に、森林・林業政策の推進に貢献するため、

国による一体的な管理運営体制を確立する

こと。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意 

見書を提出します。 

 平成２２年９月１７日 

北海道美唄市議会 

 

なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 次に、意見書案第１８

号について、２番、森川明議員。 

●２番森川明議員（登壇） ただいま議題と

なりました、意見書案第１８号につきまして、

案文を朗読し、提案理由の説明にかえさせて

いただきます。 

 

Ｂ型肝炎問題の早期全面解決を 

求める意見書 

 

 平成１８年５月、最高裁判所は、道内のＢ

型肝炎患者の方々が、Ｂ型肝炎ウイルスに感

染した原因が注射針・筒を連続使用した集団

予防接種にあるとして、国の損害賠償を求め

た裁判において国の責任を認めました。 

 その後、道内の多くのＢ型肝炎患者の方々

が国に対し損害賠償を求め提訴していた裁判

において、本年３月、札幌地方裁判所は和解

勧告を行い、５月に国は勧告を受け入れ協議

に応じる方針を決定し、これまで同地裁にお

いて和解協議が進められていますが、解決に

は至っておりません。 

 よって、国においては、誠実な協議のもと 

早期に全面解決を図られるよう強く要望いた 

します。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意 

見書を提出します。 

 平成２２年９月１７日 

北海道美唄市議会 

  

 なお、提出先は案文記載のとおりでありま

すので、原案のとおりご承認いただきますよ

うお願い申し上げまして、提案理由の説明を

終わらせていただきます。 

●議長内馬場克康君 お諮りいたします。た
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だいま提案理由の説明がありました意見書案

第１４号ないし意見書案第１８号の以上５件

については、別にご発言もないようですので、

原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、意見書案第１４号道路の整備に関

する意見書ないし意見書案第１８号Ｂ型肝炎

問題の早期全面解決を求める意見書の以上５

件は、原案のとおり可決されました。 

 

●議長内馬場克康君 次に日程の第１０、決

議案第１号第６期美唄市総合計画調査特別委

員会設置に関する決議を議題といたします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。 

１３番、紫藤政則議員。 

●１３番紫藤政則議員（登壇） ただいま議

題となりました決議案第１号第６期美唄市総

合計画調査特別委員会設置に関する決議につ

いて、お手元の案文を朗読し、提案理由の説

明にかえさせていただきます。 

 

第６期美唄市総合計画調査 

特別委員会設置に関する決議 

 

（委員会の設置） 

１ 本市議会に第６期美唄市総合計画調査特

別委員会を設置する。 

（設置の目的） 

２ 本委員会は、本市のまちづくりの基本的

な方向を示す第６期美唄市総合計画の策定

についての調査を行うことを目的とする。 

（調査事項） 

３ 本委員会の調査事項は次のとおりとする。 

（１）美唄未来交響プラン基本構想につい   

   て 

（２）美唄未来交響プラン前期基本計画

について 

（３）その他第６期美唄市総合計画の策

定にかかわる事項について 

（委員の定数） 

４ 本委員会の定数は１６人とする。 

（調査期間と閉会中の調査） 

５ 本委員会は、閉会中も調査を行うこと

ができることとし、議会において調査終

了を議決するまで委員会を継続存知する。 

 

５のただいま申し上げました（調査期間

と閉会中の審査）という表現なっておりま

すが、調査に訂正をいただきますように議

長においてよろしくお取り計らいをお願い

を申し上げます。 

 

（経費） 

６ 本委員会の調査に要する経費は、議長

の承認を得て支出する。 

 

上記決議する。 

平成２２年９月１７日 

美唄市議会 

 

●議長内馬場克康君 ただいま発言のありま

した、特別委員会設置に関する決議の中で第

５番の調査期間と閉会中の「審査」になって

ございますものを、「調査」に改めてたいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

ご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように訂正い

たしたいと思います。 

お諮りいたします。 

ただいま提案理由の説明ありました決議案

第１号については、原案のとおり決すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、決議案第１号第６期美唄市総合計

画調査特別委員会設置に関する決議は、原案

のとおり可決いたしました。 

お諮りいたします。 

ただいま設置されました第６期美唄市総合

計画調査特別委員会委員の選任については、

委員会条例第８条第１項の規定により、 

吉岡文子議員、森川明議員、 

五十嵐聡議員、高田正則議員、 

高橋幹夫議員、阿部義一委員、 

長谷川吉春議員、米田良克議員、 

白木優志議員、小関勝教議員、 

土井敏興議員、本郷幸治議員、 

紫藤政則議員、林国夫議員、 

谷村孝一議員、内馬場克康の以上１６人の

議員を指名いたしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

ご異議ありませんので、そのように決定い

たしました。 

以上をもちまして、今期定例会に付議され

ました各案件は、全部議了いたしました。 

これをもって、平成２２年第３回美唄市議

会定例会は閉会いたします。 

 

午前１１時５５分 閉会 
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